
52 農業労働力確保支援事業

＜対策のポイント＞
農業現場における労働力不足を解消するため、他産地・他産業との調整等による労働力確保の取組を支援します。

＜事業目標＞
農業分野における労働力の円滑な受入れ体制の整備

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農業労働力確保支援事業

産地内における労働力確保を推進するための取組や、繁閑期の異なる他産地・
他産業との調整による労働力確保の取組を支援します。

２．（令和４年度補正予算）農業労働力確保緊急支援事業

上記１の事業内容のほか、過去の入国制限等の影響により人手不足となってい
る経営体が代替人材を雇用する際に必要となるかかり増しの労賃、交通費、宿泊
費等を支援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］経営局就農・女性課（03-6744-2162）
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【他産地・他産業との調整等による労働力確保の取組への支援】

産地内における労働力確保を
推進するための取組を支援

労働力募集アプリの活用のための周知やアプリ利用
講習会の開催、産地内の農業者の労働力不足情
報の収集・マッチングを支援 等

繁閑期の異なる他産地・他産業との
調整による労働力確保の取組を支援
複数産地共同での労働力募集の取組や
それに伴う交通費・宿泊費を支援 等

【令和５年度予算概算決定額 87（100）百万円】
(令和４年度補正予算額 694百万円)

（１、２の事業の一部）
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